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将
来
に
わ
た
り
、
安
全
・
安
心
な
水
道
水
を
安
定
し
て
お
届
け
す
る
た
め
に
、

令
和
７
年
４
月
１
日
か
ら
水
道
料
金
を
改
定
し
ま
す
。

水
道
料
金
を
改
定
し
ま
す区域 大字(順不同) 検針月

荒川北区域 寄居、末野、藤田、桜沢、用土 奇数月

荒川南区域
鉢形、露梨子、保田原、小園、三ケ山、折原、
立原、秋山、三品、西ノ入、富田、赤浜、牟礼、
今市、鷹巣、西古里、金尾、風布

偶数月

　
10
月
29
日
に
、令
和
6
年
度
第
2

回
寄
居
町
水
道
委
員
会︵
坂
本
建
治

会
長
︶が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

委
員
会
で
は
、5
月
に
答
申
し
た

水
道
料
金
改
定
に
係
る
そ
の
後
の

経
過
や
、令
和
5
年
度
決
算
の
状
況

等
に
つ
い
て
の
報
告
が
あ
り
、委
員

の
方
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
意
見
が
出

さ
れ
ま
し
た
。詳
し
い
内
容
に
つ
い

て
は
、町
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲

載
し
て
い
ま
す
の
で
ご
覧
く
だ
さ

い
。
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▼�

な
ぜ
料
金
改
定
が
必
要
な
の
？

　
寄
居
町
は
山
地
が
多
く
、水
を
安
定
し
て
お

届
け
す
る
に
は
、ポ
ン
プ
場
や
配
水
池
な
ど
、

さ
ま
ざ
ま
な
水
道
施
設
が
必
要
で
す
。
町
に

布
設
さ
れ
た
総
延
長
約
2
2
2
キ
ロ
メ
ー
ト

ル
の
水
道
管
の
ほ
か
、水
道
施
設
等
も
含
め
て

計
画
的
な
更
新
を
行
っ
て
い
ま
す
が
、人
口
減

少
や
水
道
水
の
使
い
方
の
変
化
に
よ
り
、料
金

収
入
は
減
少
が
見
込
ま
れ
る
一
方
、更
新
に
は

多
額
の
費
用
が
必
要
な
う
え
、資
材
価
格
の
高

騰
等
に
よ
り
、支
出
の
増
加
が
見
込
ま
れ
る
こ

と
か
ら
、こ
の
ま
ま
で
は
経
営
状
況
が
悪
化
し

て
、安
定
し
た
水
の
供
給
が
難
し
く
な
っ
て
し

ま
い
ま
す
。ま
た
、経
営
改
善
の
努
力
だ
け
で

は
財
源
を
補
い
き
れ
な
い
た
め
、企
業
債
を
発

行︵
借
金
︶し
て
い
ま
す
が
、そ
れ
で
も
資
金
が

不
足
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
て
い
ま
す
。

　

消
費
税
率
の
改
定
に
よ
る
料
金
の
改
定
を

除
い
て
、24
年
間
値
上
げ
を
行
っ
て
こ
な
か
っ

た
料
金
で
す
が
、将
来
に
わ
た
り
、安
全・安
心

な
水
道
水
を
安
定
し
て
供
給
で
き
る
よ
う
、水

道
委
員
会
や
議
会
で
の
審
議
を
経
て
、料
金
を

改
定
す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
の
で
、皆
さ
ん
の

ご
理
解
･
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

▼�

料
金
改
定
の
主
な
内
容

〇�
令
和
7
年
4
月
1
日
か
ら
水
道
料
金
全
体

で
約
22
％
値
上
げ
し
ま
す
。こ
の
う
ち
、基

本
料
金
は
、現
行
の
料
金
か
ら
約
10
％
の
値

上
げ
と
な
り
、全
口
径
で
平
成
23
年
4
月
に

値
下
げ
す
る
前
の
水
準
に
戻
す
こ
と
に
な

り
ま
す
。

〇�

改
定
前
の
基
本
料
金
に
含
ま
れ
て
い
る
、口

径
13
㎜
の
基
本
水
量︵
1
カ
月
10
㎥
︶を
廃

止
し
ま
す
。

〇�

水
量
料
金
の
使
用
区
分
を
、口
径
13
㎜
は
4

段
階
か
ら
7
段
階
へ
、口
径
20
㎜
以
上
は
3

段
階
か
ら
4
段
階
へ
改
定
し
ま
す
。

※�

口
径
の
大
き
い
使
用
者
は
、使
用
水
量
に

よ
っ
て
平
均
改
定
率
が
22
％
を
超
え
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。

※�

水
道
料
金
の
改
定
で
あ
り
、下
水
道
等︵
公

共
下
水
道
･
農
業
集
落
排
水
･
公
設
浄
化

槽
︶使
用
料
の
改
定
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

■改定の実施時期
　令和7年4月以前から引き続き水道を使用している方は、令和7年6月の検針以降の
料金から適用となります。
●奇数月検針の方は令和7年7月検針分から新料金を適用します。
●偶数月検針の方は令和7年6月検針分から新料金を適用します。

■新水道料金表と料金計算方法
　水道料金は、お使いの水道メーターの口径に基づく基本料金と、使用水量に応じた水量料金により算出します。
改定後の水道料金表は次のとおりです。

口径 基本料金 水量料金(１㎥当たり) 臨時用(１㎥当たり)

13㎜
一般家庭用 2,560円(2,330円)

1～10㎥まで 5円
(基本水量内のため0円)

245円
(210円)

11～20㎥まで 10円
(基本水量内のため0円)

21～30㎥まで 185円(155円)

31～50㎥まで 195円(155円)

51～100㎥まで 210円(170円)

101～500㎥まで 230円(190円)

501㎥以上 245円(210円)

20㎜ 8,200円(7,450円) 1～10㎥まで 210円(170円)
25㎜ 14,670円(13,340円)

11～100㎥まで 220円(170円)30㎜ 23,220円(21,110円)

40・50㎜ 44,400円(40,360円) 101～500㎥まで 230円(190円)
75・100㎜ 85,380円(77,620円)

501㎥以上 245円(210円)150・200㎜ 164,210円(149,280円)

改定後の水道料金表(２カ月当たり・消費税別)　※(　)は改定前の料金

■改定後の料金イメージ（２カ月当たり・消費税込み）

改定後の水道料金の計算表や早見表、詳細な改定内容は、11月･12月の検針票と合わせて配布し
ている｢すいどう通信｣のほか、町公式ホームページをご覧ください。インターネットでの検索のほ
か、スマートフォンで右のコードを読み込んでいただいてもアクセスできます。

メーター口径 13㎜ 13㎜ 13㎜ 20㎜ 40㎜ 75㎜

使用水量／2カ月 15㎥ 30㎥ 50㎥ 150㎥ 1,000㎥ 10,000㎥

使用者の
イメージ

一人暮らし 二人暮らし 4人家族 コンビニ スーパーマーケット 工　場

現行料金 2,563円 4,268円 7,678円 37,345円 262,196円 2,382,182円

改定後
新料金 2,926円 5,016円 9,306円 45,760円 308,880円 2,779,458円

差　額 363円 748円 1,628円 8,415円 46,684円 397,276円

町公式
ホームページ
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